
後期高齢者医療に関するお知らせ

８月１日時点で年齢が８５歳以上の人

マイナ保険証を
普段利用していない人

※１

マイナ保険証を
普段から利用している人

※１

マイナ保険証が使えない場合でも
医療機関などを受診できるよう、
８月１日から使える
新しい資格確認書（桃色）を送付し
ます。

資格情報のお知らせ※２を
送付します。
引き続きマイナ保険証を
ご利用ください。

年齢が
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　現在お持ちの資格確認書（紫色）の有効期限は７月３１日（金）です。これまでは、マイナ保険証の有無に関わ
らず全員に資格確認書を送付していましたが、８月以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行
を進める観点から、運用の見直しが行われます。

資格情報のお知らせは普通郵便、
資格確認書（桃色）は特定記録（転送不可）
で７月下旬に送付します。
有効期限は、いずれも令和９年７月31日です。

資格確認書（紫色）が８月から変わります資格確認書（紫色）が８月から変わります

　医療機関の受診時に、限度額の適用区分が併記さ
れた資格確認書を提示することで、医療機関での窓
口負担を自己負担額までに抑えることができます。
資格確認書に限度額の適用区分を併記する場合は役
場住民課窓口への申請が必要です。
　なお、すでに限度額の適用区分が併記された資格

確認書（紫色）をお持ちの人で、今回資格確認書（桃
色）を郵送する人には、引き続き適用区分が併記さ
れています。
　また、マイナ保険証で受診する場合は手続きなし
に、医療機関での窓口負担を自己負担額までに抑え
ることができます。

資格確認書に限度額の適用区分が併記できます資格確認書に限度額の適用区分が併記できます

※１：マイナ保険証を普段から利用している人は、以下の条件をともに満たす人です。
　　　①過去１年間で６回以上マイナ保険証を利用している人
　　　②概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用している人
※２：ご自身の被保険者資格を簡単に把握できる、Ａ４サイズのお知らせ
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▲資格確認書（桃色）

後期高齢者医療資格情報のお知らせ 
福岡県後期高齢者医療広域連合  
保険者番号    

 
あなたの加入する後期高齢者医療制度の資格情報を下記のとおりお知らせします。 
なお、このお知らせのみでは受診できません。 
 
被保険者番号  
氏名  
負担割合 割 
有効期限 年   月   日 
発効期日 年   月   日 
交付年月日 年   月   日 

 

 スマートフォンをお持ちの方は、以下の QR コードからマイナポータルにログインすることで、 
ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。 

－ マイナポータルへのアクセス・ダウンロードはこちら －

 マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面
をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます（スマートフォンを
お持ちでない方は、この文書をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診い
ただけます）。 

後期高齢者医療資格情報のお知らせ  
年   月   日  発行 

福岡県後期高齢者医療広域連合 
保険者番号    

被保険者番号   
氏名               
負担割合           割 
有効期限           年   月   日 

 
受診の際にはマイナ保険証があわせて必要です 

下部を切り取ってご利用いただくこともできます 
（このお知らせのみでは受診できません） 
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▲資格情報のお知らせ（A4）
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 【問い合わせ先】　役場住民課 ☎９６３－１７３３（直）　後期高齢者医療お問い合わせセンター ☎６５１－３１１１

後期高齢者医療に関するお知らせ

　医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合
は、１割、２割または３割です。毎年、前年中の所得
をもとに、８月～翌年７月の１年間の自己負担割合
の判定を行います。
　同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税
所得が１４５万円以上である場合には、３割となりま
す。
　ただし、住民税課税所得が１４５万円以上であっ
ても、次の１または２に該当する場合は、役場住民
課窓口へ申請すれば、自己負担割合は１割または２

割となります。
　１．同じ世帯の被保険者が２人以上の場合
　　　�同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が

５２０万円未満
　２．�同じ世帯の被保険者が本人のみの場合
　　　（次の①または②に該当）
　　　①本人の収入が３８３万円未満
　　　②�本人と同じ世帯の７０歳～７４歳の人の収

入の合計額が５２０万円未満
　不明な点は、問い合わせください。

自己負担割合をご確認ください自己負担割合をご確認ください

　令和８年度の後期高齢者医療保険料額決定通知
書を７月中旬に送付します。保険料は令和７年中の
所得金額と令和８年４月１日（４月２日以降資格取
得の人は、資格取得日）の世帯状況をもとに算定し、
決定します。また、今年度の保険料から子ども・子

育て支援金分が新たに含まれます。詳細は決定通
知書を確認してください（通知書は自治体システム
標準化に伴い、令和８年度から様式が変更になりま
す）。

後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月に送付します後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月に送付します

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３-１７３３（直）
カードの受け取りや申請、電子証明書の更新ができます。

【日時】　７月５日（日）
午前９時～１１時３０分（要電話予約）

【場所】　役場住民課 ▲詳細はこちら

日曜日にマイナンバーカードの臨時窓口を開設します日曜日にマイナンバーカードの臨時窓口を開設します

※日曜日の臨時窓口では、マイナ保険証との連携手続きはできません。
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